








旧浅野家住宅
第Ⅰ期整備エリアにおけるテナント事業者
選定に係る公募型プロポーザル実施要領



	










令和７年１１月
羽曳野市



１．目 的
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
羽曳野市では世界遺産及び日本遺産に近接し、築100年を超える旧浅野家住宅を再生し、新たな観光・交流の拠点として利活用することを目指し、旧浅野家住宅整備事業に取り組んでおり、第Ⅰ期整備エリアの竣工に伴い空きスペースの利活用のため、長屋門及びミセ東におけるテナント事業者の候補者を公募型プロポーザルにより募集するもの。
２．募集概要	
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
（１）募集内容
旧浅野家住宅の長屋門及びミセ東について市から行政財産目的外使用許可を受け、テナントとして入居する事業者を募集する。
（２）運営形態
テナント事業者は、市に行政財産目的外使用料を納めた上で独立採算で事業を実施する（市の委託業務ではない）。

３．施設概要	　
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
　　「旧浅野家住宅第Ⅰ期整備エリアにおけるテナント事業者公募型プロポーザル仕様書（以下、「仕様書」という。）」のとおり
４．募集方法
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
公募型プロポーザル
５．スケジュール
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
	内容
	期日等

	実施要領等公表
	令和７年１１月６日（木）

	現地説明会参加申込書提出受付開始
	令和７年１１月６日（木）

	現地説明会参加申込書提出締切
	令和７年１１月１０日（月）午後５時必着

	現地説明会開催
	令和７年１１月１３日（木）

	質問書の受付開始
	令和７年１１月１３日（木）

	質問書の提出締切
	令和７年１１月１８日（火）午後 ５時必着

	質問書への回答公表
	令和７年１１月２５日（火）

	参加申込書兼誓約書等の提出受付開始
	令和７年１１月２５日（火）

	参加申込書兼誓約書等の提出締切
	令和７年１２月１日（月）午後５時必着

	参加資格審査結果通知発送
	令和７年１２月５日（金）

	企画提案書の提出受付開始
	令和７年１２月８日（月）

	企画提案書の提出締切
	令和７年１２月１２日（金）午後５時必着

	プレゼンテーション・ヒアリング審査
	令和７年１２月１９（金）～２３日（火）

	審査結果公表
	令和７年１２月２６日（金）


※上記スケジュールは、状況により変更する場合がある。
※以降のスケジュールは、最優秀提案者との協議により決定する。
６．参加資格
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
本プロポーザルに参加できる者は、次の各号に掲げる事項を全て満たす者とする。
（１）使用期間中、提案内容を確実に実施できる法人、その他の団体、または個人事業者（以下「団体等」という）であること。
（２）直前３年以上の事業実績があること。
（３）本プロポーザルの趣旨を十分に理解し、記載された条件および制限事項を遵守すること。
（４）そのほか次の条件を満たすこと。
①地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当する者でないこと。
②破産法（平成16年法律第75号）第18条第１項もしくは第19条の規定に基づく破産の申立て、会社更生法（平成14年法律第154号）第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成11年法律第225号）第21条第１項の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。
③申込前２カ年に国税及び地方税の滞納がないこと。
④羽曳野市暴力団排除条例（平成24年羽曳野市条例第17号）第２条第２号に規定する暴力団員又は同条第３号に規定する暴力団密接関係者に 該当する者でないこと。
⑤実施要領等公表の日から行政財産目的外使用許可日までの間において、羽曳野市建設工事等指名停止措置要綱に基づく指名停止期間中又は指名留保期間中でないこと。また、国その他の自治体等においてこれに準じる措置を受けている者でないこと。市の契約からの暴力団排除措置要綱に基づく入札等排除措置期間中でないこと。
⑥政治団体（政治資金規正法第３条の規定によるもの）及び宗教団体（宗教法人法第２条の規定によるもの）でないこと。
⑦風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法第122号）第２条に規定する風俗営業、接待飲食業、性風俗特殊営業及びこれらに類する業を営む者でないこと。
７． 現地説明会の開催
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
現地説明会を次により開催する。参加を希望する場合は期日までに申し込むこと。なお、参加者は 1 団体 ２名までとする。車での来場は不可。
（１） 開催日時	令和７年１１月１３日（木）	午後１時３０分から
　　　　　　　　　※申込多数の場合は、日時を変更する場合がある。その際は別途通知する。
（２） 集合場所	旧浅野家住宅（羽曳野市軽里３丁目６番５号）玄関（敷地南側トイレ棟横）　
（３） 参加申込	現地説明会参加申込書【様式第１号】に必要事項を記入の上、電子メールで、１１月１０日（月）午後５時までに提出すること。電話での受付は行わない。
（４） 提出先	羽曳野市　政策企画部　都市魅力戦略課
電子メール： miryoku@city.habikino.lg.jp 
８．質問・回答
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
（１）提出方法	質問書【様式第２号】に記入し、電子メールで提出すること。
（２）提出期間	令和７年１１月１３日（木）から令和７年１１月１８日（火）午後５時必着
（３）提出先	羽曳野市　政策企画部　都市魅力戦略課
電子メール： miryoku@city.habikino.lg.jp 
（４）回答方法	羽曳野市のホームページにて公表する。
URL：https://www.city.habikino.lg.jp/soshiki/shichou/toshimiryoku/kyu_asanokejutaku_seibi/index.html
（５）回答日	令和７年１１月２５日（火）
（６）その他		回答内容は本実施要領及び仕様書と一体となって効力を有する。必ず内容を確認すること。入居候補者の選定後、回答内容について不知又は不明等を理由として異議を申し立てることはできない。
９．参加申込・参加承認
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
本プロポーザルへの参加を希望する者は、本実施要領及び仕様書、羽曳野市行政財産使用料条例、その他の関係諸法令を理解した上で、次に定めるところにより、参加申込書等を提出すること。
（１）提出書類
ア	参加申込書兼誓約書【様式第３号】
イ	事業者概要書【様式第４号】
ウ	事業実績書【様式第５号】
エ	印鑑証明書	☆
オ	法人の場合、商業登記謄本またはその写し ☆
カ	個人の場合、身分証明書（運転免許証等）の写し
キ	国税の納税証明書	☆
ク　都道府県税の納税証明書　☆ 
ケ　市区町村税の納税証明書　☆
コ	代表者の属する市区町村税等納税証明書　☆
サ	財務諸表の写し（直近決算のもの）【任意様式】
※☆印は、受付時点で発行後３か月以内のもので、納税証明書は滞納がないことを確認できるもの。
※キ～ケは直近２年分を提出すること。
（２）提出期間	令和７年１１月２５日（火）～令和７年１２月１日（月）午後５時必着
（３）提出方法		持参又は郵送等（レターパックでも可）。
なお、期限を過ぎて到着・持参したものは受付しない（消印有効ではない）。
（４）提出部数	各１部
（５）提 出 先	〒583-8585　羽曳野市誉田4丁目1番1号
羽曳野市　政策企画部　都市魅力戦略課
（６）審査結果通知	電子メールにて令和７年１２月５日（金）に通知文書を送信する。
（７）そ の 他		参加申込書を提出した後に参加辞退する場合は、辞退届【任意様式】を提出すること。
１０．企画提案書の作成及び提出方法
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
（１）応募に必要な企画提案書類等ア	企画提案書
・以下の内容をA4判（縦向き、横書き）で５ページ以内にまとめること（様式は自由とする）。
・ページ数には表紙および目次を含めず、下記の（a）～（e）までの事項を踏まえて作成すること。
・企画提案書の提案は１者につき１提案とする。
・ミセ東及び長屋門の両施設に応募する場合は、施設ごとに企画提案書を作成すること。
（a） 旧浅野家住宅を活用した事業の提案内容
（b） 地域の賑わい創出への貢献度、独自性や地域との連携等　
（c） 事業の実現可能性・継続性
（d） スケジュール（年間計画および５年計画）
（e） その他のPRポイント
イ	企画提案書表紙【様式第６号】
・ミセ東及び長屋門の両施設に応募する場合は、各施設ごとに企画提案書表紙【様式第６号】を作成すること。
（２）提出期間	令和７年１２月８日（月）～令和７年１２月１２日（金）午後５時必着
（３）提出方法	持参または郵送ア	持参の場合
土曜日、日曜日及び祝日を除く午前９時００分から午後５時００分（提出期限日は午後５時まで）の間に、提出先に持参すること。提出日時は事前に担当課へ連絡すること。
イ	郵送の場合
配達証明付き書留郵便とし、上記の提出期限内の必着となるよう郵送すること（消印有効ではない）。
（４）提出部数	正本１部、写し５部（また、PDF ファイルデータを別途メールで送付すること）
（５）提 出 先	〒583-8585　羽曳野市誉田4丁目1番1号
羽曳野市　政策企画部　都市魅力戦略課

１１．審査概要
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣本プロポーザル審査は、提出された企画提案書等について、書面・プレゼンテーション等により、審査基準に基づく審査を行い、最も得点の高かったものを最優秀提案者として選定する。
（１）審査方法
プレゼンテーション及びヒアリング審査
ア	審査日程	令和７年１２月１９日（金）～令和７年１２月２３日（火）
イ	会    場	羽曳野市役所内会議室（所在地：羽曳野市誉田4丁目1番1号）
（２）評価主体
評価は、「羽曳野市旧浅野家住宅第Ⅰ期整備エリアにおけるテナント事業者選定に係る公募型プロポーザル候補者選定委員会」が行う。選考委員会は、市職員による５名の委員で構成されており、企画提案の内容について公平かつ適正な評価を行う。
　選定委員会での選定過程（選定委員会の会議録、各委員の採点表など）は非公開とします。
（３）審査基準及び配点
【表１】及び【表２】のとおり審査する。
【表１	審査項目と審査基準及び配点】
	審査項目
	審査内容
	配点

	
姿勢
	・熱意が感じられるか
・趣旨や施設の理解度、わかりやすさが伝わるか
	
20 点

	
提案内容全般
	・提案の具体性・実現性があるか
・将来性・独自性・優位性があるか
・施設を盛り上げる協力が期待できるか
	
40 点

	
旧浅野家住宅との親和性
	・町並み保存への配慮があるか
・まちの魅力を発信できるか
・にぎわい創出が地域の活性化にも貢献できるか
	

40 点

	合計
	100 点


①提案者の合計点が満点の60％未満の場合は、失格とする。
②採点方法
上記【表１】に基づいて、委員長及び委員の計５人が企画提案書類、プレゼンテーションの内容を評価する。各項目の採点は、【表２】に基づく５段階で行い、提案者ごとの合計評価点を算出し、合計点の最上位の者を最優秀提案者とする。
【表２ 企画提案書及びヒアリング評価の判断基準】
	評価割合
	判断基準

	10 割
	非常に優れている

	8 割 
	優れている

	6 割　
	普通

	4 割　
	やや劣る

	2 割　
	劣る


なお、審査において最優秀提案者が、同点の評点で複数となった場合には、選定委員５名による投票で候補者を決定する。また、提案者が１者の場合も選定を行う。
（４）審査結果
選定結果については、市ウェブサイトで公表するとともに、全ての提案者にメールで通知する 。
①通知方法	メール
②通知時期	令和７年１２月２６日（金）
③審査結果についての疑義の申し立て
審査結果について、審査内容及び疑義、その他の問い合わせには一切答えないものとする
１２．行政財産使用許可
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
市は最優秀提案者と協議を行い、調整が済み次第、事業者を正式に決定する。事業者は速やかに行政財産使用許可申請をおこなうこと。
なお協議の結果、行政財産使用を許可するに至らなかった場合は、次点者と協議をおこなう。
１３.	情報公開
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
審査の結果は、羽曳野市ホームページ上で公表する。公表する内容は以下の通りである。
（１）最優秀提案者名（最優秀提案者以外の提案者は仮名で公表する）
（２）評価順位及び点数

１４．提出書類の取扱い
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
（１）提出されたすべての書類は、返却しない。
（２）提出締切後の書類の差し替え及び追加・削除は認めない。
（３）提出された書類は本プロポーザルに係る審査以外には使用しない。
（４）市が審査等にあたり必要と認める場合は、追加資料を求めることがある。
（５）企画提案書の提出は１者につき１提案とする。
１５． 著作権・知的財産権の使用
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
企画提案書類等の著作権は提案者に帰属するものとする。提案にあたっては、他者が保有する特許権や著作権、著作者人格権等を侵害するものでないことを保証した上で提案すること。
なお、事業候補者となった提案者の企画提案書類等の書類については、市が必要とする場合は、あらかじめ提案者に通知することにより、その一部又は全部を無償で使用（複製、転記又は転写 をいう。）することができるものとする。
１６．その他
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
（１）費用負担
書類作成及び提出に係る費用等の必要経費はすべて提案者の負担とする。
（２）参加辞退
参加申し込み後または企画提案書の提出後、参加を辞退する場合は、速やかに書面（任意様式）により、辞退の旨を担当課あてに持参または郵送で提出すること。
（３）失格事項
次のいずれかに該当する場合は、失格とする。ア	参加資格要件を満たしていない場合
イ	提出書類に虚偽の記載があった場合
ウ		実施要領等で示された提出期日、提出場所、提出方法、書類作成上の留意事項等の条件に適合しない書類の提出があった場合
エ	選定結果に影響を与えるような不誠実な行為があった場合オ	プレゼンテーション及びヒアリングを欠席した場合
カ	審査基準で設定する、最低基準点を下回った場合
（４）参加申込者は、本プロポーザルの実施後、不知または内容の不明を理由として異議を申し立てることはできない。
[bookmark: _GoBack]
１７．問い合わせ先
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
羽曳野市　政策企画部　都市魅力戦略課　観光施策担当　
〒583-8585　羽曳野市誉田4丁目1番1号　（本庁３階）
電	話：072-947-3725
Ｅメール：miryoku@city.habikino.lg.jp
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